
開催場所

内 容

～

[業務説明]

１ 前回会議での要望に対する取組（特殊詐欺対策）
（１）高齢者の家族に対する被害防止策の周知

生活安全課員のみならず挙署一体の体制で、高齢者宅を戸別訪問
（２）被害防止アイテムと入手方法

ア 自動通話録音機
イ ナンバーディスプレイとナンバーリクエスト
ウ 警視庁防犯アプリ「デジポリス」

（３）高齢者が集まる会合等での防犯講話
ア 防犯講話の実施
（ア）全国地域安全運動「本所地域安全のつどい」
（イ）立川三丁目町会長寿会
イ ケーブルテレビでの情報発信

ジェイコム東京すみだ台東局に防犯情報等の発信を依頼
２ 当署による主な事件検挙

外国人旅行者によるゴミへの放火事件

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

１ 署長から協議会への説明内容
交通事故防止対策

（１）管内の交通事故情勢
ア 交通人身事故の発生状況

発生件数と内訳（軽傷、重傷、死亡）
イ 事故の傾向（第七方面区内全体との比較）
（ア）二輪車・貨物車・子供の関与率が高い。
（イ）高齢者・自転車の関与率が低い。

（２）死亡事故の発生
普通自動車と大型バイクの事故（７月９日）

（３）年末における重大交通事故未然防止対策
ア 前照灯のハイビーム走行
イ 路上寝込み者発見時の対応
（ア）１１０番通報
（イ）ハザードランプの点灯など後続車両への注意喚起

（４）令和６年ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーン
ア 歩行者の安全確保
イ 薄暮時間帯や夜間の事故防止
ウ 飲酒事故の根絶

（５）広報啓発活動
ア 高齢者の事故防止
（ア）押上駅、錦糸町駅南口での高齢者交通安全キャンペーン
（イ）墨田区老人クラブ連合会での安全講話
イ 合同キャンペーン

首都高速道路、警視庁高速隊とソラマチ（スカイツリー）において実施
２ 警察署協議会からの意見要望等
（１）自転車走行帯（車道脇の青いマーク部分）に路側帯のような白線を設けて車道と

の境目を明確化してほしい。
（２）公道カートや電動キックボード等の新しい乗り物の取締りを強化してほしい。
（３）道路交通法改正について、改正内容を周知徹底し、該当する違反の重点取締りを

実施してほしい。
（４）放置自転車対策の成果を実感しているので、これを継続してほしい。

1

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名
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[その他の意見要望等]

なし

その他

※ 詳細な会議録については、各警察署及び警視庁情報公開センターにおいて閲覧する
ことができます。



開催場所

内 容

～

[業務説明]

１ 前回会議での意見要望に対する取組結果
（１）駐車監視員の活動について
【回答】薄暮時間帯勤務の新設等、活動時間のランダム化が活動が減った印象を与え

ているのかもしれないが、駐車監視員の活動総数は増加している。
（２）自転車の安全運転、歩行者の正しい道路横断についての指導・啓発の強化
【回答】・自転車や電動キックボードの違反取締りを強化

・裏路地等における危険な走行について指導警告を強化
・通学路における児童の保護誘導活動を実施

２ 当署の主な活動
（１）隅田川花火大会警備（７月２９日）の完遂
（２）秋の全国交通安全運動（９月２１日から３０日まで）の実施結果

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

１ 署長から協議会への説明内容
特殊詐欺被害防止対策

（１）特殊詐欺の被害状況
ア 被害の件数と金額
イ 手口別被害状況

（２）「アポ電」入電時の対策
ア 広報車両による注意喚起
イ ＡＴＭに署員を配置して警戒

（３）高齢者の被害防止
ア 高齢者宅への戸別訪問
イ 高齢者が集う会合での防犯講話
ウ 墨田区が無料で貸し出す「自動通話録音機」設置の促進

（４）関係機関等と協働した取組
ア 金融機関

「ストップ！ＡＴＭでの携帯電話」の呼び掛け
イ コンビニエンスストア

だまされたおそれのある来客について通報を依頼
ウ 本所署少年柔剣道部員

錦糸町駅前で高齢者に向けた防犯キャンペーン
２ 警察署協議会からの意見要望等
（１）広報啓発活動の強化

ア 高齢者の家族に対する被害防止策の周知を徹底させる活動を強化してほしい。
イ 自動通話録音機、デジポリス等、被害防止のためのアイテムの存在と入手方法
について、より一層広報してほしい。

（２）防犯講話の開催推進
多くの高齢者が集まる町会の会合等に、今まで以上に署員を派遣して防犯講話を

実施してほしい。

[その他の意見要望等]

なし

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名

令 和 0 6 年 度 　 第 2 回

令 和 0 6 年 1 0 月 0 3 日 午 後 0 3 時 0 0 分 午 後 0 4 時 4 5 分

その他

本所警察署 講堂 8
2

会議前、柴田新署長から着任挨拶

※ 詳細な会議録については、各警察署及び警視庁情報公開センターにおいて閲覧する
ことができます。
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開催場所

内 容

～

会議に先立ち、交通課長の出席について各委員から了承を得た。

[業務説明]

１ 協議会における意見要望等に対する取組結果
（１）広報啓発活動の強化

ア 警察が災害時に果たす役割
（ア）被災者の救護
（イ）被災者の避難誘導
（ウ）災害時における「自助」、「共助」の重要性
イ 災害発生時における地域住民の役割

観光客に対する一時滞在場所の教示等
（２）分かりやすい避難所マップ

墨田区の作成した資料の案内と活用
ア 墨田区地震ガイドブック
イ 墨田区防災マップ

２ 当署の主な活動
（１）検挙活動

ア 殺人未遂事件の検挙
イ 偽造駐車禁止除外標章行使事件の検挙

（２）新「両国交番」の開所
（３）警視庁逮捕術大会

当署が２１大会ぶり２回目の優勝

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

１ 署長から協議会への説明内容
（１）駐車監視員活動ガイドライン

現行どおり以下の路線、地域を指定して取締りを推進
ア 最重点路線

三ツ目通り、京葉道路、ダービー通り等１２路線
イ 重点路線

水戸街道、新大橋通り、国技館通り等１８路線
ウ 最重点地域

錦糸町駅周辺や東京スカイツリー周辺等
エ 重点地域

両国駅、両国国技館周辺や小学校周辺等
（２）速度取締り指針

現行どおり以下の路線、地域を重点的に取締り
ア 警視庁指定重点路線

京葉道路、水戸街道、蔵前通り等９路線
イ 警察署指定重点路線

浅草通りと春日通りの２路線
ウ 重点地域

ゾーン３０や小学校周辺
エ その他

移動オービスによる速度取締り等の交通対策
２ 警察署協議会からの意見要望等
（１）駐車監視員活動ガイドラインについて

ア 重点路線、重点地区の指定については現行のままで良い。
イ 人数が減ったのか、あまり駐車監視員を見掛けなくなったように感じるので、
より目立つ、アピール性の高い活動で、効果的に駐車違反を抑止してほしい。

（２）速度取締り指針について
ア 重点路線、重点地区の指定については現行のままで良い。
イ 移動オービス等を活用した、ランダムな時間・場所での速度取締りを継続して

1

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名

令 和 0 6 年 度 　 第 1 回

令 和 0 6 年 0 6 月 1 8 日 午 後 0 3 時 0 0 分 午 後 0 4 時 3 0 分
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ほしい。
ウ スピード違反車両を見掛けることが減り、速度取締り活動に一定の成果が出て
いると思うので、今後も継続してほしい。

[その他の意見要望等]

自転車の交通違反や歩行者の危険な道路横断が増加しているように感じるので、指導
警告や広報啓発を強化してほしい。

その他
会議前に、消防庁「本所防災館」において各種災害の疑似体験を実施

※ 詳細な会議録については、各警察署及び警視庁情報公開センターにおいて閲覧する
ことができます。



開催場所

内 容

～

会議に先立ち、警備課長の出席について各委員の了承を得た。

[業務説明]

１ 前回会議での意見要望等に対する取組結果について
交通事故防止対策

（１）道路標識等の補修・整備
ア 錦糸公園南側横断歩道の補修
イ 「ゾーン３０プラス」の実施

外手小学校東側道路を指定
（２）交通安全教育の推進

ア 自転車運転実技教室
高齢者や児童の保護者に向けた実施

イ 交通安全教室
外国人技能実習生を対象に実施

ウ 錦糸町駅前での交通安全キャンペーンの実施
（３）交通事故・違反多発場所の安全対策

ア 警視庁ホームページでの情報発信
交通違反多発地点を掲載

イ 「右折禁止」表示板の設置要請
駒形橋東詰交差点

ウ 違法駐車・速度抑制対策の実施要請
墨堤通り

エ 「春の全国交通安全運動」の実施
２ 主な活動結果
（１）特異検挙事例

ア 芸能事務所元顧問による事務所所属女性に対する準強制性交被疑事件の検挙
イ ゴミ集積場に対する連続放火事件の検挙

（２）警備・交通対策
「東京マラソン２０２４」対策

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

１ 署長から協議会への説明内容
災害対策（風水害対策）について

（１）浸水被害シミュレーション図
荒川の「堀切駅」付近の堤防が決壊した際の被害予想

（２）墨田区水害ハザードマップ
国土交通省作成のハザードマップの説明

（３）洪水被害の反省と教訓
ア 自治体の指揮機能の混乱
イ 多数の住民の孤立
ウ 救出救助活動が困難
エ 装備資器材等の不足

（４）「本所署水害ハザードマップ」の作成
ア 管内の水害危険箇所
イ 各地区の避難場所

（５）各種協定・協力体制の構築
ア 「東京スカイツリー」との協力体制の確立

浸水により警察署機能が麻痺した際の代替場所
イ バール等の資機材を借用（提供）できる協定

墨田区、東京都トラック協会墨田支部、東京ハイヤータクシー協会墨田葛飾支
部、向島警察署及び当署の５者間で締結

ウ 建設資機材及び労力の提供
建設用重機の貸し出しや撤去作業への協力

1

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名

令 和 0 5 年 度 　 第 4 回

令 和 0 6 年 0 3 月 1 9 日 午 後 0 3 時 0 0 分 午 後 0 4 時 3 0 分
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エ 学生教員等による外国語語学支援
（ア）来日外国人等に対する地理案内や災害情報等の伝達
（イ）外国人避難者の誘導、受入等の支援活動

２ 警察署協議会からの意見要望等
（１）各種広報啓発活動の強化

ア 警察は災害発生時どのような役割を果たしているのか教えてほしい。
イ 災害が起こった際、観光客等に対して住民がしてあげられることはないか。

（２）各個人に周知できるような分かりやすい避難所マップが欲しい。
（３）避難所生活（仮設住宅等）の模擬体験ができたらよい。

[その他の意見要望等]

なし

その他

※ 詳細な会議録については、各警察署及び警視庁情報公開センターにおいて閲覧する
ことができます。



開催場所

内 容

～

会議に先立ち、交通課長の出席について各委員からの了承を得た。

[業務説明]

１ 前回会議での意見要望等に対する取組結果について
錦糸町駅周辺の環境浄化について

（１）「錦糸町プロジェクト推進協議会」との連携強化
ア 合同パトロールや検討会を実施し、防犯活動のほか清掃活動等の環境美化にも
取り組んだ。

イ 墨田区役所に助言するなど、リーフレット作成に協力した。
（２）「客引き」や「高額請求店舗」に対する指導取締りの強化

本部主管課と合同検挙活動を実施した。

２ 主な活動について
（１）検挙活動

本部主管課等との「歌舞伎町におけるバカラ賭博開張事件」合同摘発
（２）広報啓発活動

ア 「津波防災の日」及び「世界津波の日」に伴う活動
（ア）災害対策広報誌の配布
（イ）パネル展示
（ウ）レインボーＦＭにおける広報放送
イ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に伴う活動
（ア）リーフレット、ポケットティシュの作成と配布
（イ）パネル展示

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

１ 署長から協議会への説明内容
交通事故の現状と事故防止対策について

（１）交通事故の現状
ア 当署管内における交通人身事故の発生状況と特徴
イ 当署管内発生の死亡事故の概要

（２）交通事故防止イベント
ア 「令和５年ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーン」に伴い開催
イ 開催日・場所

１２月２日（土）スカイツリータウンで開催
ウ イベントの内容
（ア）オートバイと二輪車用プロテクターの展示
（イ）リーフレット配布による広報啓発

・ 飲酒事故防止
・ 二輪車による事故防止
・ 自転車用ヘルメット着用の促進

２ 警察署協議会からの意見要望等
（１）道路標識、車線、路面標示が見えづらい場所を確認し、補修・整備してほしい。
（２）大人や高齢者を対象とした交通安全指導など、子供以外にも交通安全教育や広報

啓発活動を推進してほしい。
（３）裏通り等、交通事故や違反が発生しやすい場所の現況を分析し、その場所におけ

る対策を強化してほしい。

[その他の意見要望等]

なし

1

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名

令 和 0 5 年 度 　 第 3 回

令 和 0 5 年 1 2 月 1 4 日 午 後 0 3 時 3 0 分 午 後 0 5 時 0 0 分
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その他

※ 詳細な会議録については、各警察署及び警視庁情報公開センターにおいて閲覧する
ことができます。



開催場所

内 容

～

会議に先立ち、生活安全課長の出席について各委員からの了承を得た。

[業務説明]

１ 令和５年度第１回会議において出された意見要望等の取組結果
交通取締りについて

（１）駐車違反の取締り
駐車車両の増減を勘案した効果的な取締りを検討してほしい。
【回答】管内交通環境の実情に合わせ、駐車車両の増減に応じた場所と時間帯に

おけるランダムな取締りを実施する。
（２）速度違反の取締り

住民が危険だと感じる場所を聴取した上で、移動オービスを活用するなど工夫し
て実施してほしい。
【回答】場所、時間帯を検討し、移動オービス等を利用してより効果的な取締り

を実施する。
２ 管内の治安情勢について
（１）令和５年度第１回会議後の当署の主要な交通安全イベント

ア 秋の本所交通安全のつどい
イ 本所交通安全キャンペーン

（２）隅田川花火大会警備
（３）震災戦災被害者慰霊法要

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

１ 署長から協議会への説明内容
錦糸町駅周辺の環境浄化について

（１）繁華街である錦糸町駅周辺が抱える問題点
ア 客引き行為
イ 高額請求のトラブル

（２）客引き行為および高額請求トラブルに対する取締りと対策
２ 警察署協議会からの意見要望等

錦糸町駅周辺では、南口の一部地区において風紀の悪さが見られる。
（１）街の環境美化を進めるため、ゴミ清掃等「錦糸町プロジェクト推進協議会」との

連携を更に強めてもらいたい。
（２）客引きや高額請求のトラブルについては、店に対する指導を継続し、取締りをさ

らに強化してほしい。
（３）錦糸町の街に来る人たちに対して、被害に遭わないための啓発活動を強化してほ

しい。

[その他の意見要望等]

なし

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名

令 和 0 5 年 度 　 第 2 回

令 和 0 5 年 0 9 月 2 7 日 午 後 0 3 時 0 0 分 午 後 0 4 時 2 0 分

その他

本所警察署 講堂 9
3

※ 詳細な会議録については、各警察署及び警視庁情報公開センターにおいて閲覧する
ことができます。
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開催場所

内 容

～

会議に先立ち、会長、副会長を互選した。
また、交通課長の出席について各委員から了承を得た。

[業務説明]

１ 前回（令和４年度第４回）会議での意見要望に対する取組結果
（１）「町内会等の会合の機会に、自宅の防犯対策について、事例を挙げて具体的に説

明し、一つ一つの対策が徹底されるような広報啓発をしてほしい。」について
ア 各町会等における防犯講話の際、「アポ電強盗」等の事例を説明した。
イ 具体的な防犯対策を記載したチラシを活用し、自宅における防犯対策を徹底す
るよう広報した。

（２）「防犯パトロールカーを効果的に運用し、昼間帯は特殊詐欺以外の防犯広報も行
うなど巡回を強化してほしい。」について
「アポ電」を認知した際や防犯協会との合同パトロールの際に、防犯パトロール

カーを運用し、特殊詐欺被害防止に加え、自宅の防犯対策に関する広報も実施して
いる。

２ 管内の治安情勢等について
当署における前回会議から現在までの主要な事件検挙及び交通安全イベント

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

１ 署長から協議会への説明内容
（１）駐車監視員活動ガイドライン

ア 最重点路線
京葉道路や四ツ目通り、浅草通り等１２路線

イ 重点路線
水戸街道や新大橋通り、国技館通り等１８路線

ウ 最重点地域
錦糸町駅周辺や東京スカイツリー周辺等

エ 重点地域
両国駅・両国国技館周辺や小学校周辺等

現行どおり指定する。
（２）速度取締指針

ア 警視庁指定重点路線
京葉道路や水戸街道、蔵前橋通り等９路線

イ 警察署指定重点路線
浅草通りと春日通りの２路線

ウ 重点地域
ゾーン３０や小学校周辺等

エ その他
移動オービスによる速度取締り

以上を説明し、意見を求めた。
２ 警察署協議会からの意見要望等
（１）駐車監視員活動ガイドラインについて

ア 重点路線、重点地域については、現行のとおり指定してほしい。
イ 道路環境の整備等によって、駐車車両が減った場所は巡回頻度を減らし、駐車
車両が増えた場所は取締りを強化するなど、効率的な取締りをしてほしい。

（２）速度取締指針について
ア 重点路線、重点地域については、現行のとおり指定してほしい。
イ 取締りについては、住民が危険だと感じる場所を聴取した上で取締り場所を選
定し、移動オービスを活用するなど、工夫して実施してほしい。

[その他の意見要望等]

1

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名

令 和 0 5 年 度 　 第 1 回

令 和 0 5 年 0 6 月 1 2 日 午 後 0 3 時 3 0 分 午 後 0 4 時 5 0 分

本所警察署 講堂 9
3
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2

緑小学校の校門前に横断歩道があり、飛び出し等の危険があるので、移設等の対策を
検討してほしい。

その他

※ 詳細な会議録については、各警察署及び警視庁情報公開センターにおいて閲覧する
ことができます。



開催場所

内 容

～

会議に先立ち、生活安全課長の出席について各委員から了承を得た。

[業務説明]

１ 令和４年度第３回会議において出された意見要望の取組結果
（１）「現在行っている被害防止対策については、継続して行ってもらいたい。」旨の

要望については、広報啓発活動や、ＡＴＭ警戒などを引き続き推進した旨を説明し
た。

（２）「新たな特殊詐欺の手口が出てきた際には、速やかに周知してもらいたい。」旨
の要望については、本年から新たに特殊詐欺の手口に分類された「サポート詐欺」
について説明し、同手口の特徴や対策について広報啓発活動を推進した旨を説明し
た。

（３）「巡回連絡等、地域の見回りを通じて高齢者に対する声掛けや広報啓発をしても
らいたい。」旨の要望については、地域課員が巡回連絡で高齢者宅を訪問した際
や、署員による高齢者宅の戸別訪問を実施した際に、当署で作成したチラシ等を活
用して広報啓発活動を実施している旨を説明した。

２ 管内の治安情勢について
令和４年度第３回会議後から現在までの当署の主要な事件検挙及び警備実施につい

て説明した。

[警察署の業務に関する意見等の聴取]

１ 署長から協議会への説明内容
防犯対策の取組について
強盗や侵入盗を始めとする各種犯罪に対する防犯対策について、広報啓発活動や各

種訓練等の取組について説明し、意見を求めた。
２ 警察署協議会からの意見要望等
（１）町内会等の会合の機会に、自宅の防犯対策について、事例を挙げるなどして具体

的に説明し、一つ一つの対策が徹底されるような広報啓発をしてほしい。
（２）防犯パトロールカーを効果的に運用し、昼間帯においては特殊詐欺以外の防犯広

報も行うなどして巡回を強化してほしい。

[その他の意見要望等]

なし

開催日時

出席者 協議会委員
署長ほか

名
名

令 和 0 4 年 度 　 第 4 回

令 和 0 5 年 0 3 月 2 0 日 午 後 0 3 時 0 0 分 午 後 0 4 時 2 0 分

その他

本所警察署 講堂 9
3

※ 詳細な会議録については、各警察署及び警視庁情報公開センターにおいて閲覧する
ことができます。
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